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議案第４７号 

 

掛川市税条例の一部改正について 

 

掛川市税条例（平成17年掛川市条例第72号）の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和６年３月４日提出 

 

                                掛川市長 久 保 田  崇   
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   掛川市税条例の一部を改正する条例 

掛川市税条例（平成17年掛川市条例第72号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあっては

「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。 

(1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分に

改める。 

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

(3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。 

改  正  前 改  正  後 

   附 則 

 （個人の市民税の所得割の非課税の範囲等） 

第９条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 （個人の市民税の所得割の非課税の範囲等） 

第９条 （略） 

 （令和６年能登半島地震災害に係る雑損控除額

等の特例） 

第９条の２ 所得割の納税義務者の選択により、 

法附則第４条の４第４項に規定する特例損失 

額（以下この項において「特例損失金額」と

いう｡)がある場合には、特例損失金額（同条

第４項に規定する災害関連支出がある場合に

は、第３項に規定する申告書の提出の日の前

日までに支出したものに限る。以下この項及

び次項において「損失対象金額」という｡)に

ついて、令和５年において生じた法第314条の

２第１項第１号に規定する損失の金額とし

て、この条例の規定を適用することができ

る。この場合において、第20条の規定により

控除された金額に係る当該損失対象金額は、

その者の令和７年度以後の年度分で当該損失

対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌

年度分の市民税に係るこの条例の規定の適用

については、当該損失対象金額が生じた年に

おいて生じなかったものとみなす。 

２ 前項前段の場合において、第20条の規定によ 

り控除された金額に係る損失対象金額のうち

に同項の規定の適用を受けた者と生計を一に

する令第48条の６第１項に規定する親族の有

する法附則第４条の４第４項に規定する資産
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 （特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の 

医療費控除の特例） 

第10条 平成30年度から令和９年度までの各年度 

分の個人の市民税に限り、法附則第４条の４

第３項の規定に該当する場合における第20条

の規定による控除については、その者の選択

により、同条中「同条第１項」とあるのは

「同条第１項（第２号を除く｡)」と、「ま

で」とあるのは「まで並びに法附則第４条の

４第３項の規定により読み替えて適用される

法第314条の２第１項（第２号に係る部分に限

る｡)」として、同条の規定を適用することが

できる。 

について受けた損失の金額（以下この項にお

いて「親族資産損失額」という｡)があるとき

は、当該親族資産損失額は、当該親族の令和

７年度以後の年度分で当該親族資産損失額が

生じた年の末日の属する年度の翌年度分の市

民税に係るこの条例の規定の適用について

は、当該親族資産損失額が生じた年において

生じなかったものとみなす。 

３ 第１項の規定は、令和６年度分の第28条第１ 

項又は第４項の規定による申告書（その提出

期限後において市民税の納税通知書が送達さ

れる時までに提出されたもの及びその時まで

に提出された第29条第１項の確定申告書を含

む｡)に第１項の規定の適用を受けようとする

旨の記載がある場合（これらの申告書にその

記載がないことについてやむを得ない理由が

あると市長が認める場合を含む｡)に限り、適

用する。 

 （特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の 

医療費控除の特例） 

第10条 平成30年度から令和９年度までの各年度 

分の個人の市民税に限り、法附則第４条の５

第３項の規定に該当する場合における第20条

の規定による控除については、その者の選択

により、同条中「同条第１項」とあるのは

「同条第１項（第２号を除く｡)」と、「ま

で」とあるのは「まで並びに法附則第４条の

５第３項の規定により読み替えて適用される

法第314条の２第１項（第２号に係る部分に限

る｡)」として、同条の規定を適用することが

できる。 

  

  附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第４８号 

 

   掛川市外２組合公平委員会委員の選任について 

 

 下記の者を掛川市外２組合公平委員会委員に選任したいから、地方公務員法（昭和25年法律第

261号）第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

   住  所   掛川市緑ヶ丘二丁目２４番地の１ 

 

   氏  名   松 浦  美 代 子 

 

   生年月日   昭和３１年４月２８日（６７歳） 

 

 

  令和６年３月４日提出 

 

                             掛川市長 久 保 田  崇   
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議案第４９号 

 

   人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

 下記の者を人権擁護委員に推薦したいので、人権擁護委員法（昭和24年法律第139号）第６条第

３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

記 

 

   住  所   掛川市大坂３４５６番地の２９ 

 

   氏  名   犬 塚  昭 治 

 

   生年月日   昭和３１年１１月２０日（６７歳） 

 

 

  令和６年３月４日提出 

 

                             掛川市長 久 保 田  崇   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 11 -



 

 

 

- 12 -



 

 

議案第５０号 

 

   人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

 下記の者を人権擁護委員に推薦したいので、人権擁護委員法（昭和24年法律第139号）第６条第

３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

記 

 

   住  所   掛川市家代の里二丁目１４番地の７ 

 

氏  名   牧 田  良 雄 

 

   生年月日   昭和２５年５月７日（７３歳） 

 

 

  令和６年３月４日提出 

 

                             掛川市長 久 保 田  崇   
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議案第５１号 

 

   人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

 下記の者を人権擁護委員に推薦したいので、人権擁護委員法（昭和24年法律第139号）第６条第

３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

記 

 

   住  所   掛川市長谷二丁目４番地の１１ 

 

氏  名   鈴 木  光 子 

 

   生年月日   昭和３２年８月３０日（６６歳） 

 

 

  令和６年３月４日提出 

 

                             掛川市長 久 保 田  崇   
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